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標記について、内閣府本府の主な査定結果は以下のとおり。 

 
 
機構要求（政令事項） 
 
○性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解
の増進に関する法律の施行のための体制整備 

   参事官（１）の新設 
 
 
定員要求 
 
所要の体制整備のため、新規増員等により 117 人を増員。他方、定員合理
化の取組として 33人を削減。 

 
 

以上 


